
　すべての国民が、年齢に関係なく負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことを目的とし
て、制度改正が行われました。
　この制度改正の影響を受け、被保険者の皆さんに負担いただく保険料は増加することとなりました。

　保険料率に関する制度改正があります

　

（※１）賦課のもととなる所得金額とは、前年の所得金額から基礎控除額（所得金額が 2,400 万円以下の場合は 43 万円）
　　　 を控除した額です。
（※２）年度途中で加入したときは、加入した月からの月割りで算定します。

●所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。

　令和６年度分保険料の計算方法

均等割
【52,953円】

所得割
【賦課のもととなる所得金額（※１）

× 11.79％】

１年間の保険料（※２）
【限度額 80万円】

（100 円未満切り捨て）

～令和６年度には限度額と所得割額について激変緩和措置があります～
・「令和６年３月末日までに 75 歳に到達して資格取得した方」及び「障がい認定で資格取得した方」は
　賦課限度額を 73 万円とします。
・賦課のもととなる所得金額が 58 万円を超えない方は、所得割率を 10.92％として算定します。

令和６年度の保険料額は、７月に個別にお知らせします

　保険料の軽減について（令和６年度）

①均等割の軽減
　被保険者と世帯主の所得の合計で判定し、被保険者ではない世帯主の所得も対象となります。
　昭和 34年１月１日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得は、さらに 15万円を引いた額で判定します。

　次の①②に当てはまる被保険者の方は、保険料が軽減されます。

～制度改正の内容～
●現役世代の負担を減らすため、後期高齢者負担率の設定方法が見直されます。

●子育てを全世代で支え合うため、後期高齢者医療制度から、出産育児一時金に係る費用の一部を支援する

　仕組みが導入されます。

対象者の所得要件

（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額）
軽減割合

年間の

均等割額
前年度比

43 万円＋ 10 万円×（給与所得者など（※）の数－１） ７割軽減 15,885 円 約 318 円増

43 万円＋（29 万５千円×世帯の被保険者数）＋ 10 万円×（給与所得者の数－１） ５割軽減 26,476 円 約 530 円増

43 万円＋（54 万５千円×世帯の被保険者数）＋ 10 万円×（給与所得者の数－１） ２割軽減 42,362 円 約 849 円増

　（※）給与所得者などとは、給与などの収入金額が 55 万円を超える方、または、公的年金の収入金額が 60 万円（65 歳未満）
　　　 125 万円（65 歳以上）を超える方が当てはまります。

②被用者保険の被扶養者だった方の軽減
　この制度に加入したときに被用者保険（※）の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として
所得割がかからず、制度加入から２年を経過していない期間のみ均等割が５割軽減となります。（52,953
円→ 26,476 円）

（※）被用者保険とは、協会けんぽなどの健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

３

４

５

11 広報ぴっぷ　世界一大雪山がきれいに見える町

24.05 P10-15 まちからのお知らせ.indd   11 2024/04/24   19:54:40

まちからのお知らせまちからのお知らせ
医療制度・補助事業・税情報など、町から皆さんにお伝えしたい特に大切な情報です。

今月の

※各課の電話番号は２ページに掲載問＝問い合わせ先 ☎＝電話番号

　保険料率が変わりました

●均等割（被保険者が等しく負担）

令和４・５年度
年間　51,892 円

令和６・７年度
年間　52,953円（1,061 円増）

●所得割（被保険者の所得に応じて負担）

令和４・５年度
年間　10.98％

令和６・７年度
年間　11.79％ ※（0.81 ポイント増）

※令和６年度の賦課のもととなる所得金額が 58 万円を超えない方は令和６年度
　の所得割率を 10.92％として算定します。

●賦課限度額（１年間の保険料の限度額）

令和４・５年度
年間　66 万円

令和６・７年度
年間　80万円 ※（14 万円増）

※「令和６年３月末までに 75 歳に到達して資格取得した方」および「障害認定
　で資格取得した方」は、令和６年度の賦課限度額を 73 万円とします。

【令和５年度】

対象者の所得要件（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額） 軽減割合

43 万円＋（29 万円×世帯の被保険者数）＋ 10 万円×（給与所得者などの数－１） ５割軽減

43 万円＋（53 万５千円×世帯の被保険者数）＋ 10 万円×（給与所得者などの数－１） ２割軽減

　均等割５割・２割軽減の範囲が見直されました

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ
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【令和６年度から】
対象者の所得要件（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額） 軽減割合

43 万円＋（29 万５千円×世帯の被保険者数）＋ 10 万円×（給与所得者などの数－１） ５割軽減

43 万円＋（54 万５千円×世帯の被保険者数）＋ 10 万円×（給与所得者などの数－１） ２割軽減

１

２

※詳細は　　参照４

　被保険者の皆さんに負担いただく保険料は、２年ごとに定める保険料率をもと
に決めています。令和６・７年度の新しい保険料率は、次のとおりです。

※詳細は　　参照５

保
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会
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02
赤いランプが点滅したら
乾電池を交換しましょう

問総務企画課
総合政策室まち発信係

町
の
取
り
組
み
を
解
説
し
ま
す
！

ま
ち
づ
く
り
出
前
講
座

03

　町では、各家庭に戸別受信機を１台無償で貸与し、生活に必要なさまざま
な情報を提供する「防災行政無線放送」を行っています。
　特に、災害が発生したときや、発生するおそれがあるときは、災害に関す
る情報や避難場所などを迅速に伝達する手段として、重要な役割を果たします。

　通常は各家庭用電源で作動していますが、停電
時は電源が内蔵されている乾電池に自動的に切り
替わります。
　乾電池の赤いランプが点滅したら乾電池を交換
してください。なお、乾電池は単３形２本で、費
用は使用者の負担です。
●こんなときは連絡を
・戸別受信機が設置されていない
・放送が入らない、または雑音などが入り聞き取
　りにくい
●引越しをするときは
〇町内での引越し
　今お使いの受信機をそのまま使用してください。
　※行政区（町内会）が変わった場合は行政区別
　　放送の設定を変更しますので、ご連絡ください。
〇町外へ転出するとき
　届出の際に、受信機を税務住民課戸籍年金係窓
口に返却してください。
　※ご自分で取り外しができない場合は、ご連絡
　　ください。

●定時放送
　昼は午後０時 15 分、夜は午後７時 30 分に行い
ます。
※土・日曜日、祝日などには定時放送は行いません。
●臨時放送
　行事の中止や葬儀など、緊急時に行います。
●放送を聞き逃した時は
　再度、放送を聞き返したい場合は、☎ 85-3361
にお電話ください。自動音声によりご案内します
（通話料は使用者の負担となります）。

防災行政無線
戸別受信機

防災情報や町からのお知ら
せ、お悔みなどの防災無線
放送内容のほか、広報ぴっ
ぷや各種イベントのチラシ
なども配信しています。

 LINE 公式アカウントをご利用ください

※本アカウントでは、個人情報の収集などは行っていません。

■
受
講
対
象

　
町
内
に
在
住
、
勤
務
す
る
５
人

以
上
の
グ
ル
ー
プ
（
町
内
会
や

サ
ー
ク
ル
、
仲
間
同
士
な
ど
）

■
開
催
日

　
年
末
年
始
（
12
月
31
日
～
１
月

５
日
）
を
除
く
、
午
前
９
時
か
ら

午
後
８
時
ま
で
の
間
で
、
お
お
む

ね
２
時
間
以
内
と
し
ま
す
。
土
曜
・

日
曜
日
に
も
対
応
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
方
法

①
開
催
希
望
日
の
２
週
間
ま
で
に

「
申
込
書
」
を
提
出
、ま
た
は
電
話
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
な
ど
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。（
申
込
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
役
場
窓
口
に
用
意
し
て
い
ま

す
）

②
申
し
込
み
後
、
内
容
の
打
ち
合

わ
せ
の
た
め
担
当
職
員
か
ら
連
絡

を
し
ま
す
。

※
受
講
料
は
無
料
で
す
が
、
会
場

は
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　
町
職
員
が
町
の
事
業
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す

る
「
比
布
町
ま
ち
づ
く
り
出
前
講
座
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
子
育
て
支
援
や
健
康
づ
く
り
な
ど
、
ま
ち
づ
く

り
に
関
す
る
18
の
テ
ー
マ
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

　
希
望
に
合
わ
せ
た
内
容
で
お
話
し
し
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

点滅は、電池が
消 耗 し て い る
合図です！

問総務企画課総合政策室まち発信係

町ホームページ
「まちづくり出前講座」

（総務企画課）
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　有効期限は７月 31 日㈬までです。有効
期限を過ぎての利用はできませんので、
期限内にご利用ください。
　詳しくは、５月１日から順次郵送され
ている商品券に同封のチラシをご覧くだ
さい。

04 2024比布町生活応援商品券を
配布します

問商工観光課商工労働振興室商工労働係

05 グリーンパークぴっぷ
インフォメーション

問予約について

グリーンパークぴっぷ管理事務所
☎ 85-2383

●ゴルフクラブ＆ボール　　300 円

●テニスラケット＆ボール　300 円

●バスケットボール　　　　300 円

●運動用シューズ　　　　　300 円

●ディスクゴルフ　　　　 　 無料

グリーンパークぴっぷ
公式ホームページ■昨年 11 月上旬にお配りした「良佳村エリア町民割引券」が使用いただけます。

　　大人…中学生以上／小人…小学生以下

●１ラウンド券　大人 300 円／小人 200 円

●１日券　　　　大人 600 円／小人 400 円

　　10 名以上の団体　　　　大人 500 円

　　25 名以上の団体　　　　大人 400 円

●午後券　　　　大人 400 円／小人 300 円

●シーズン券（町民価格）　　　　 7,500 円

　※シーズン券の有効期限は、購入日から１年後の
月末です。（例：令和６年５月 10 日購入の場合、令

和７年５月 31 日まで有効）

　パークゴルフ場（お１人様料金）

●入浴券セット　　　　　800 円

●食事券セット　　　　1,000 円

●入浴・食事券セット　1,400 円

　パークゴルフ場１日券セット

●カーサイト（１区画）

　宿泊　　　　　　1,500 円

　日帰り　　　　　1,000 円

●フリーサイト（１張）

　宿泊　　　　　　　500 円

　日帰り　　　　　　300 円

　キャンプ場

●１面１時間　　　600 円

●１日　　　　　3,000 円

　テニスコート

●無料

　３オン３バスケットコート

　用具レンタル（１セット料金）

　　以下のサービスが受けられます

●宿泊した方

　パークゴルフ 36 ホール　　　 無料

　テニスコート１面２時間まで　無料

●日帰り宴会プランを利用した方

　パークゴルフ 36 ホール　　 200 円

　遊湯ぴっぷを利用した方は

　エネルギーや食料品などの物価高騰によ
り、大きな影響を受けている町民の生活と町
内事業者を支援するため、「2024 比布町生活
応援商品券」を給付します。

見 本

※商品券を利用できる取扱事業所は、商品券冊子の
　表紙の裏面に記載しています。

見 本
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「長く住みたい」「これから住みたい」をサポート
比布町住宅リフォーム支援事業

●対象者
　次の全てを満たす方が対象です。
①町内に住んでいる方、または、
　町内に移住する意思があり、
　確約書を提出した方
②リフォームを行う住宅の所有
　者で、リフォーム完了後にそ
　の住宅に住む方
③本人および同一世帯に属する
　方が市町村民税などを滞納し
　ていないこと
④過去に住宅の改修工事を目的
　とした町の補助金を受けてい
　ない方

06
問建設課整備室建築係

●対象物件
　築 30 年以上の戸建て住宅
　※店舗兼住宅は居住部のみが
　対象となります。
●助成内容
　住宅１棟につき 50 万円を助
成します。なお、町外事業者を
利用した場合の助成額は 30 万
円となります。
●対象工事
　令和６年４月以降に行った、
費用が税込み 110 万円を超える
増築・改築・改修工事

家が古くなってきて
外壁がはがれたり、
部屋が暖まりづらい 一戸建てが欲しいけ

ど、新築は高くて手
が出せない

　町民の皆さんや比布町で新たな生活を始めたい方が、安心して町内
に住み続けられるように、住宅のリフォーム費用の一部を助成します。
　この支援事業を利用することで、最大 50 万円の助成を受けること
ができます。

こんな悩みはありませんか？

空
き
地
・
空
き
家
で

お
困
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

07
　
現
在
、
住
ん
で
い
な
い
家
屋
を
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ち
の
方
、
近
い
将
来
管
理
が
難
し
く

な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
方
は
、
そ

の
物
件
の
今
後
を
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
？

　
お
子
さ
ん
な
ど
が
遺
産
と
し
て
物

件
を
相
続
し
た
も
の
の
、
管
理
が
で
き

ず
困
る
ケ
ー
ス
が
全
国
で
相
次
い
で

い
ま
す
。
例
え
相
続
放
棄
を
し
た
と
し

て
も
、
そ
の
物
件
で
起
こ
っ
た
事
故

（
落
雪
な
ど
）
の
責
任
は
、
所
有
者
で

あ
る
家
族
が
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
不
動
産
価
値
が
少
し
で
も
あ
れ
ば

「
０
円
物
件
」
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
て
、
少
な
い
費
用
で
整
理
で
き

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問

建
設
課
管
理
室
管
理
係

対象工事の例
・基礎、土台、梁、柱の工事
・筋かい、火打ちなどによ
　る補強工事
・外壁、屋根などの改修、
　塗装工事
・間取りの変更、段差の解消
・断熱工事
・各種内装工事
・耐久性、安全性能向上工事
※国、道、町などの公共団
　体から助成を受けて行っ
　た工事や、固定されてい
　ない物品の購入費用を
　除いた費用が対象です。
※工事内容によっては、
　木造住宅耐震改修費助
　成（15 ページ参照）と
　併用できる場合があり
　ますので、ご相談くだ
　さい。
※工期は原則３か月以内
　とします。

町ホームページ
「比布町住宅リフォーム

支援事業」（建設課）
申請書ダウンロードはこちら▶
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08 木造住宅耐震改修費を助成します
問建設課整備室建築係

　地震による住宅倒壊などの被害軽減のため、町内にある木造既存住
宅の耐震改修工事費用の一部を助成しています。

●対象者
　自ら居住する既存住宅で、町
税などを滞納していない方
●対象住宅
　次の①②③全てに該当する住
宅が対象です。
①昭和 56 年５月 31 日以前に着
　工された戸建て、長屋、併用
　住宅（店舗併用住宅で、店舗
　などの面積が２分の１未満の
　もの） 
②耐震診断の結果、現行の耐震
　関係規定と同程度の性能を満
　たさないと判断されたもの

③建築基準法その他の関係法令
　に、明らかな法令違反がない
　こと
※耐震診断については、図面な
　どの資料があれば建設課で行
　えますので、ご相談ください。
●助成内容
・耐震改修工事に対し助成（関
　係のない工事は差し引かれま
　す）
・助成限度額 30 万円
　助成額は補助対象経費の 10％
とします。ただし、千円未満を
切り捨てます。 

09 給・排水工事指定業者を
お知らせします

問建設課整備室上下水道係

令和６年４月１日現在で町に登録している給・排水工事指定業者は次のとおりです。
給・排水工事をするときは、必ず町の工事指定業者をご利用ください。給・排水工事指定業者

●受付期間
　令和６年９月 30 日まで
●その他
　耐震改修工事を行い、一定の
要件を満たすと、所得税の特別
控除や固定資産税の減額措置を
受けることができます。

町ホームページ
「木造住宅の耐震改修補助を

行います」（建設課）
申請書ダウンロードはこちら▶
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